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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年３月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（橋脚） 

発生日時 令和３年８月２２日 １２時５０分ごろ 

発生場所 神奈川県横浜市鶴見区潮
しお

鶴
づる

橋（鶴見川） 

 井田方三等三角点から真方位３５０°３３０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３０.４′ 東経１３９°４１.１′） 

事故の概要  水上オートバイ F X
エフエックス

- H O
エイチオー

Ⅲは、旋回中、橋脚に衝突した。 

 FX-HOⅢは、同乗者が負傷し、船首部外板等に破損を生じた。 

事故調査の経過  令和３年９月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ FX-HOⅢ、０.２トン 

 ２３５－５５７９１神奈川、株式会社ケーエムシーコーポレーション 

 ３.０８ｍ（Lr）×１.１７ｍ×０.６８ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１２５kＷ、令和３年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 ３５歳 

 特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２９年７月２７日 

  免許証交付日 平成２９年７月２７日 

         （令和４年７月２６日まで有効） 

同乗者 ２０歳 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者） 

 損傷 船首部外板及びバンパーに破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

水象：川面 平穏、潮汐 上げ潮の初期（横浜） 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、後部座席に同乗者１人を乗せ、令

和３年８月２２日１０時００分ごろ横浜市鶴見区所在のマリーナ（以

下「本件マリーナ」という。）を出航し、京浜港横浜第１区を遊走し

た後、１２時００分ごろ帰航の途についた。 

 船長は、往路時に通航した鶴見区大黒大橋下を東方に向けて通過し

たのち本件マリーナへの帰路である鶴見川の河口を通過し、京浜港横

浜第４区の京浜運河に入って本件マリーナを探していたところ、周囲

の状況から鶴見川を通過したことに気付き、同川河口に戻って同川を
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上航した。 

 船長は、その後、本件マリーナのある大黒運河の入口を通り過ぎて

鶴見区鶴見大橋下を通過したが、上流に向かって行けば本件マリーナ

にたどり着けると思って航行を続け、周囲の景色を確認したり、出航

時に本件マリーナから渡された航走区域図を確認したりしたものの、

本船がどこに居るのか分からなくなった。 

 船長は、潮鶴橋の手前付近で本件マリーナを通り過ぎたかもしれな

いと思い、同橋下中央の橋脚間を通過した後、下流側に引き返そうと

約３０～４０km/h の対地速力で左旋回を始め、周囲の景色を確かめな

がら旋回を続けていたところ、１２時５０分ごろ、視線を船首方向に

戻したとき、船首至近に橋脚を認めたものの避航措置を取る間もな

く、本船が潮鶴橋の最も右岸側の橋脚に衝突し、船長及び同乗者が落

水した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長は、動揺している同乗者を落ち着かせ、付近で停止していた本

船に乗って同乗者に近寄り引き揚げたが、同乗者が右手首の痛みを訴

えたので本件マリーナに連絡し、本事故の発生を伝えて救急車の手配

を依頼した。 

 船長は、本件マリーナの担当者から大黒運河入口の目印等を聞い

て、本船を操縦して同乗者と共に本件マリーナに帰航し、同乗者は、

救急車で病院に搬送され、右手首骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、ボートや水上オートバイがレンタルできる会員制マリンク

ラブに登録し、本事故時、同クラブの加盟マリーナである本件マリー

ナから本船をレンタルして遊走していたが、本件マリーナを利用する

ことも、京浜港横浜区を航行することも本事故時が初めてであった。 

 船長は、本船の操縦座席前に設けられた物入れにスマートフォンを

入れていたが、遊走中のしぶきで船体や自身が濡れていたので、本件

マリーナへの帰航時、同スマートフォンの地図アプリを使用していな

かった。 

写真１ 本船 

損傷箇所 
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 本事故当時、船長及び同乗者は、共にベスト型の救命胴衣を着用し

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、鶴見川を上流に向けて本件マリーナを探しながら航行中、

潮鶴橋下中央の橋脚間を通過した後、船長が、本件マリーナを通過し

たと思い、下流側に引き返そうと周囲の景色を確かめながら左旋回を

続けたことから、同橋の最も右岸側の橋脚に向かって航行しているこ

とに気付くのが遅れ、船首至近に橋脚を認めたものの避航措置を取る

間もなく、同橋脚に衝突したものと考えられる。 

 船長は、本件マリーナへの帰路及び本船の位置が分からなくなって

いたことから、下流側に引き返そうと左旋回を始めた際、周囲の景色

を確かめながら旋回を続けたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、鶴見川を上流に向けて航行中、潮鶴橋下中央の

橋脚間を通過した後、船長が、本件マリーナを通過したと思い、下流

側に引き返そうと周囲の景色を確かめながら左旋回を続けたため、同

橋の最も右岸側の橋脚に向かって航行していることに気付くのが遅

れ、同橋脚に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、旋回など進路を転じる場合、転進する方向も含め周囲の

状況を確認して航行すること。 

 ・船長は、航行予定の海域や目的地までの経路等を事前に調査して

出航すること。 

 ・水上オートバイの船長は、港内の運河や水路等で自船の位置を見

失った場合、安全な場所に停止し、スマートフォン等により船位

を確認したのち航行を開始すること。 

 ・水上オートバイの船長は、防水型又は防水パックに入れるなど防

水措置が施されたスマートフォンを携行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 
（令和３年８月２２日 

１２時５０分ごろ発生） 

※国土地理院Ｗｅｂサイトの 

地理院地図使用 
井田方三等三角点

神奈川県 

横浜市 
鶴見区 

潮鶴橋 

本件マリーナ 

京浜港 

横浜区 

第１区 

大黒大橋 

大黒運河 

鶴見大橋 

橋脚 

本船の航跡 本件マリーナ
への帰路

鶴見区 


